
 

（９） 大分県高等学校体育連盟調査研究専門委員会規程 

本規程は、大分県高等学校体育連盟規約第 6条の（１）に基づき、設けるものである。 

 

第一章 名称及び事務局 

第 1条 本委員会は、大分県高等学校体育連盟調査研究専門委員会と称する。（以下「本 

    会」）とする。 

 

第二章 目的及び事業 

第 2条 本会は、高等学校における体育・スポーツの健全な普及発展を図るため、『競技 

   力の向上』・『健康と安全』及び『部活動の活性化』等についての調査を行い、（公 

   財）全国高等学校体育連盟研究大会の開催に伴う研究発表のため、積極的な活動を推 

   進する。 

第 3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）体育・スポーツに関する調査研究 

 （２）『競技力の向上』に関する調査研究 

 （３）『健康と安全』に関する調査研究 

 （４）『部活動の活性化』に関する調査研究 

 （５）その他、会長が諮問する内容に関する調査研究 

 （６）刊行物の発行 

 （７）関係機関団体との連携 

 

第三章 組  織 

第 4条 本会は、大分県高等学校体育連盟の加盟校を持って構成する。 

 

第四章 役  員 

第 5条 本会に次の役員を置く。 

 （１）委員長（1名） 副委員長（2名） 委員（若干名） 

 （２）委員長及び副委員長は次の各号に揚げるもののなかから会長が委嘱する。 

 （３）委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 

 （４）副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故あるときは、その業務を代行する。 

 

第五章 委  員 

第 6条 委員は会長が委嘱する。 

 （１）理事会代表（3名） 

 （２）支部代表（4名） 

 （３）定通代表（1名） 

 （４）私学代表（1名） 

 （５）その他会長が特に認めるもの（若干名） 

 



 

第六章 任  期 

第 7条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

第七章 会  議 

第 8条 委員会は、会長が招集し、委員長が議長となる。 

第 9条 委員会は必要に応じて開催する。 

 

第八章 その他 

第１０条必要に応じて、アドバイザーを委嘱することができる。 

 

第九章 附  則 

本規程は、平成 17年 4月 23日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


